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☆　 1 + 2 + 3 + 4 ＝（該当するもののみ） ご利用料金

令和3年8月1日

一般

第1段階 第2段階 第3段階①② 第4段階以上

Ⅰを満たし、個別機能訓練計画の内容等情報を厚生労働省に提出

要介護度 要介護度

25,860 27,870

793 862 929

19,560 23,79021,600

652 720

7,200

2,030

口腔衛生管理加算Ⅱ

看護体制加算Ⅰ
看護体制加算Ⅱ

13円/月 Ⅰを満たし、一定の成果を得た場合

15円/月
排せつ支援加算Ⅲ 20円/月

科学的介護推進体制加算Ⅰ 40円/月
科学的介護推進体制加算Ⅱ 50円/月 Ⅰを満たし、疾病状況等の情報を厚生労働省に提出している場合

安全対策体制加算 20円/回 安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合、入居時１回のみ

摂食障害がある等により経口維持計画を作成し栄養管理を行った場合等経口維持加算Ⅰ

39,300 60,90046,200

72円/日

介護職員の総数の内、介護福祉士が60％以上配置している場合

介護職員の総数の内、介護福祉士が80％以上又は勤続10年以上介護福祉士を35%以上配置している場合

初期加算（入所日から30日以内の期間。30日以上の入院後の再入所も同様）

病院等へ入院した場合及び居宅などへ外泊を認めた場合（月６回限度）

療養食を提供した場合

看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前３１日以上４５日以下に算定

心身の状況にかかる情報を厚生労働省に提出している場合

Ⅰ,Ⅱを満たし、一定の成果を得た場合

Ⅰ、を満たし、一定の成果を得た場合

加算Ⅰを算定しており、食事摂取のための会議に医師等が参加した場合等

歯科医師に指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを月2回以上行った場合

看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前４日以上３０日以下に加算

若年性認知症の利用者に対し、介護老人福祉施設サービスを提供した場合

医師が自立支援のために必要な医学的評価を行い、計画に沿ってケアを実施している場合

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ ２２円／日

経口維持加算Ⅱ

看取り介護加算Ⅰ又はⅡ
認知症専門ケア加算Ⅰ

夜勤職員配置加算Ⅱ

120円/日

8円/日

1回/月

144円/日
Ⅰ680円、
Ⅱ780円/日
Ⅰ1280円、
Ⅱ1580円日

初期加算

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算Ⅰ

30円/日

18円/日

246円/日

３円/日
４円/日

看取り介護加算Ⅰ又はⅡ
看取り介護加算Ⅰ又はⅡ

認知症専門ケア加算Ⅱ

外泊時費用

24,600

低所得者負担限度額

19,500
1日 300 390

第3段階①

400円/月

6円/回

第1段階 第2段階

加算利用料

褥瘡発生リスク評価を実施、厚生労働省に提出し、褥瘡ケア計画を作成している場合

個別機能訓練加算Ⅱ 20円/月

療養食加算

1割負担

820 820

個別機能訓練加算Ⅰ

経口移行加算

常勤の理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき機能訓練を行っている場合

経口摂取に移行するための栄養管理及びを実施した場合

1,310

110円／月

看取り介護加算Ⅰ又はⅡ

100円/月

口腔衛生管理加算Ⅰ

サービス利用料金

要介護度 要介護度 要介護度

Ⅰに加え、ADL改善の度合いが要件基準以上である場合

1,858

2,787

医療機関に入院、入所時と大きく異なる栄養管理が必要となり、医療機関と連携して栄養計画を作成した場合

排泄に介護を要する方に、計画に基づき支援した場合等

一般

食事代

1,724

2,586

自立支援促進加算 300円/月

排せつ支援加算Ⅱ

褥瘡マネジメント加算Ⅱ

ﾕﾆｯﾄ型個室

1日

要介護度

1割
負担

B　　A×0.10 １日

30日
自
己
負
担

１日

B×30

2,379

7,930

1,440

2,160１日

1,304

1,956

1,586２割負担

３割負担

6,520
内訳 1 2 3

栄養マネジメント強化加算

看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前２日又は３日に加算

看取り介護の体制が出来ていて、死亡日に加算

特別養護老人ホームいずみの郷　利用料金表　

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅲ ６円/日

46円/日
4円/日

18円/日

1日料金
経管含む

加算条件等

新規入居者の割合等が一定数以上、介護福祉士の有資格者を一定数以上配置している場合

常勤の看護師を１名以上配置している場合

看護職員を基準数以上配置しており、24時間の連携体制を確保している場合

夜勤帯に介護職員・看護職員を基準数以上配置した場合

ＡＤＬ維持等加算Ⅰ 30円/月
ＡＤＬ維持等加算Ⅱ 60円/月

ADL測定を実施し厚生労働省に提出、一定期間ADL維持又は改善している場合

5
保険 A　サービス基本料金 1日

4
8,620 9,290

居住費

650 1,540
３0日 9,000 11,700

低所得者負担限度額

第３段階②

1,360
40,800

第4段階以上

３0日 24,600

○その他の日常生活費用は実費負担いただきます

注）負担割合２割の方、３割の方は、各割合を乗じた額となります。

認知症高齢者が一定数以上入所しており、認知症介護実践リーダー研修修了者を一定数以上配置した場合

Ⅰの要件を満たし、認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置、研修計画を作成した場合

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを月2回以上行い、必要な情報等を厚生労働省へ提出する場合

90円/月

12円/日

28円/日

要件以上の管理栄養士を配置し、計画に従い栄養マネジメントを実施している場合11円／日

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 1回/月 サービス費(①)と算定した加算を合わせた単位数の1000分の23に相当する単位数

加算

介護職員の総数の内、介護福祉士が50％以上配置している場合

算定したﾕﾆｯﾄ型サービス費と加算を合わせた単位数の1000分の83

再入所時栄養連携加算 200円/回

排せつ支援加算Ⅰ 10円/月

褥瘡マネジメント加算Ⅰ ３円/月

若年性認知症利用者受入加算

日常生活継続支援加算Ⅱ


